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令和７年12月

県教育庁働き方改革推進課

説明の目的

〇 国の動向を踏まえ、本県の取組を確認し、
次年度に向けて学校における働き方改革の推進につなげる

説明の概要

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

☞「みんなの学校！ピースフル・プラン」を給特法に示された
「計画」へ位置付けて推進

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

☞ 学校が取り組む
３つの取組を推進

①校内の労働安全衛生管理

➁目指す児童・生徒像の実現に向けた
次年度計画の策定

③「働き方改革」推進体制の構築

テーマ 次年度に向けた学校における働き方改革の推進について

■ 令和８年度に向けた行政説明（働き方改革推進課）



■本日の説明

２

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

2⃣ 次年度に向けた
「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
（略して給特法）

■ 令和８年度に向けた行政説明（働き方改革推進課）



1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

【資料】 文部科学省 令和７年７月10日開催 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律に関する説明会資料」より抜粋 ３

文部科学省
資料



４【資料】 文部科学省 令和７年７月10日開催 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律に関する説明会資料」より抜粋

文部科学省
資料

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組



・義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給することとし、その困難性等
    を考慮して条例で支給額を定めることとする（学級担任への加算を想定）。

・指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないこととする。

・教職調整額の基準となる額を給料月額の4％から10%まで段階的に引き上げる。

※ 幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援新制度の枠組みに
おいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていること等に鑑み、現状維持とする。

1．学校における働き方改革の一層の推進

・公立学校の校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている「学校運
営に関する基本的な方針」に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する
内容を含める。

※学校運営協議会を置く学校

・公立学校が、学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための
措置が、計画に適合するものとなることを義務付ける。

・教育委員会に対し、文部科学大臣が定める指針に即して、教員の業務量の
適切な管理と健康・福祉を確保するための措置（業務量管理・健康確保措
置）を実施するための計画（業務量管理・健康確保措置実施計画。以下
「計画」という。）の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務付ける。

・計画の内容及び実施状況について、総合教育会議への報告を義務付ける。

・計画の策定・実施に関して、都道府県教育委員会による市町村教育委員会
への指導助言等を努力義務とする。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の概要

教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び

指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、

主務教諭の職の新設、職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずる。

１及び２については、令和８（2026）年４月１日

３については、令和８（2026）年１月１日

（1）教育委員会における実施の確保のための措置

（2）学校における実施の確保のための措置

・児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の
総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができることとする。

（1）高度専門職にふさわしい処遇の実現

（2）職務や勤務の状況に応じた処遇の実現

学校教育法第27条、第37条関係
給特法第８条関係

教育公務員特例法第13条関係

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５関係

学校教育法第42条関係

附則第1条関係

給特法第３条関係

給特法第３条、第５条関係

趣 旨

概 要

施行期日

2．組織的な学校運営及び指導の促進

３．教員の処遇の改善

【参考】文部科学省 令和７年７月10日 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の
一部を改正する法律に関する説明会資料 ５

→

→

→

→

→

→

→

→

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組



（1）教育委員会における実施の確保のための措置 給特法第８条関連

◎改正法附則第３条関係 1箇月時間外在校等時間の削減に関する措置

☞ 政府は令和11年度までに1箇月時間外在校等時間を平均30時間程度に削減することを目標

□文部科学大臣

✓「業務量管理・健康確保措置実施計画※」（以下「計画」）に関する指針の告示
※ 教育職員の業務の量の適切な管理その他健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置の実施に関する計画

■各教育委員会

✓「計画」の策定、内容・実施状況の公表

✓ 総合教育会議で、「計画」の内容（変更含む），実施状況を報告（毎年度）

◆県教育委員会（努力義務）

✓「計画」の策定・実施に関して、県教育委員会による市町村の教育委員会への指導助言等

６

1．学校における働き方改革の一層の推進

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

給特法一部改正
の説明



７

1．学校における働き方改革の一層の推進

（2）学校における実施の確保のための措置

◎すべての公立学校 学校教育法第42条関係

✓学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が、

「計画」に適合するものとなることを義務付け

〇学校運営協議会を置く学校 地教行法第47条の５関係

✓校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている

「学校運営に関する基本的な方針」に業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容

を含める。

学校評価の結果に基づき学校運営の改善を行う
にあたり業務量が単純に増加して教師の多忙化
に影響することのないよう、制限のない業務の
積み上がりを防ぐというもの

関係者間でそれぞれの立場を尊重しつつ円滑に
役割分担の見直しが行われるよう、保護者及び
地域住民その他の関係者の参画を得ながら地域
の実情に応じた運用ができるようにするもの

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

給特法一部改正
の説明



８
【資料】 文部科学省「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等について（通知）」より抜粋

文部科学省
資料

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組



９
【資料】 文部科学省「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等について（通知）」より抜粋

文部科学省
資料

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組



◎県教育委員会

☞「みんなの学校！ピースフル・プラン」を

法令等に基づく「計画」として位置付ける予定。

●「みんなの学校！ピースフル・プラン」は
大臣指針の内容に即した計画

〇「私たちのピース・リスト2023」は
学校と教師の業務の３分類の内容も網羅

令和８年度
業務量管理・健康確保措置実施計画

▼

「みんなの学校！ピースフル・プラン」

※「みんなの学校！ピースフル・プラン」の実施期間（集中取組期間）が、
令和６年度から令和８年度までの３年間としている関係上、
令和８年度中に、令和９年度以降の「計画」を再検討する。

10

★令和８年度（集中取組期間の最終年度）

「みんなの学校！ピースフル・プラン」
を引き続き推進する！

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組



◎市町村教育委員会

☞県教育委員会が提供した【計画参考例】等を

参考に「計画」を策定中

11

【計画参考例】市町村教育委員会に提供文部科学省が示した 計画（例）

県教育委員会

☞大臣指針に
即して作成

本県の「 計画」

1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

★市町村立小・中学校においても
令和８年度も引き続きピースフルプラン等
に基づいた取組を推進をお願いします！



令和７年度各地区小中校長研修会（令和８年1月）における行政説明

■本日の説明
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1⃣ 給特法の一部改正・大臣指針に即した本県の取組

2⃣ 次年度に向けた
「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

学校が取り組む３つの取組

①校内の労働安全衛生管理

➁ 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定

③「働き方改革」推進体制の構築



「協調と調和」に基づく

ウェルビーイングの向上

豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手を育成

自立（自律）した学習者の育成

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進
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「チーム」の３つの要件

共通の
目的

連携・協働
する意思

コミュニ
ケーション 「対話」の３つの要件

主体的
に関わる

お互いを
認め合う

率直に意見
を伝え合うチームとなって

対話を積み重ねる

対話を通して

チームとなる

「チームと対話」の３要件

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進
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教職員が教育活動
に専念できる適切
な労働環境の確保

学校教育全体
の質の向上

自立（自律）した学習者の育成

「協調と調和」に基づく

ウェルビーイングの向上

豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手を育成

魅力ある学校づくり

教職員＝学校経営の最重要資源

教職員の心身の健康＝学校の活力

子供たちに対してより良い教育が行えるようにするために、
教職員が、心身ともに健康で、働きやすく、働きがいを
十分に実感できる教育環境を整える必要があります。

「３軸６視点」の実感の向上

学校における
労働安全衛生管理

体制の整備

全職員が安全で 健康 に働くことができる環境整備

休職者が 安心 して復職できる環境整備

教職員のパフォーマンス向上
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働き方改革とメンタルヘルス対策の一体的な取組

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組① 校内の労働安全衛生管理



16【参考】「ＮＩＯＳＨの職業性ストレスモデル」を元に作成

◆ストレスモデルと働き方改革・メンタルヘルス対策の一体的な取組

緩衝要因
・家族・友人等の支援

ストレス
反応

・心理的
・生理的
・行動的

個人要因

・年齢・性別
・経験・性格

仕事外の
ストレス要因

緩衝要因
・上司・同僚等（職場内）の支援

仕事の
ストレス
要因

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組① 校内の労働安全衛生管理

疾病



17【参考】「ＮＩＯＳＨの職業性ストレスモデル」を元に作成

◆ストレスモデルと働き方改革・メンタルヘルス対策の一体的な取組

緩衝要因
・家族・友人等の支援

ストレス
反応

・心理的
・生理的
・行動的

個人要因

・年齢・性別
・経験・性格

仕事外の
ストレス要因

緩衝要因
・上司・同僚等（職場内）の支援

仕事の
ストレス
要因

働き方改革
✓人材の確保
✓教育ＤＸの推進
✓業務の役割分担・適正化

メンタルヘルス対策
✓セルフケア ✓チームケア
✓ラインケア ✓相談窓口設置･･･等

心身の
健康確保
・働きやすさ
・働きがい

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組① 校内の労働安全衛生管理
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★ 「チームと対話」

５つのケア
を継続的かつ計画的に行う

□自身によるセルフケア

□同僚によるチームケア

□管理者によるラインケア

□教育委員会・学校内資源

によるケア

□外部資源によるケア

３つの予防
の機能を発揮

メンタルヘルスケア「５つのケアと３つの予防」

メンタルヘルス対策

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組① 校内の労働安全衛生管理
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「チームと対話」で、できること

一人一人ができること

★「チームと対話」で 関係性の構築を！

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組① 校内の労働安全衛生管理



◆ 各学校の具体的な目指す児童・生徒像を職員・関係者で共有
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◆ 目指す児童・生徒像の実現に向けて、必要な教育環境を整備

◎ データに基づいた分析・検証

✓「ピース・リスト2023」等

を活用した次年度計画の

検討

✓「ピースフル・プラン」等

に基づいた次年度計画の

策定

【参考動画】うまんちゅひろば（県政広報テレビ番組）

①私たちのピース・リスト2023の中学校の実践例
（本編約3分30秒）

➁「チーム学校」で高まる教職の魅力
（本編約３分50秒）

③『チームと対話』で学校の働き方改革
（本編約３分50秒） https://www.youtube.com/watch?v=yLFNf3sBMH

g&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&
index=2

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/100849
0/1008491/1008508/1024388/1027590.html

https://www.youtube.com/watch?v=s97hE0Ag1
mY&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU
6&index=20

取組② 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

◆ 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定を！

https://www.youtube.com/watch?v=yLFNf3sBMHg&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yLFNf3sBMHg&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yLFNf3sBMHg&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1008508/1024388/1027590.html
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1008508/1024388/1027590.html


◆ 成果指標1，2，３の集計結果をデータで可視化

✓各成果指標のデータを全職員で共有

☞ 共通のデータに全職員で向き合う

✓各成果指標のデータを比較・分析

☞ すべて良好、いずれか良好、すべて課題 等々

✓「３軸・６視点」の実感の向上を図る
各取組の分析・検証

☞ 期待する成果は得られたのか？
成果や課題の要因は？
新たな課題はあるのか？ 等々

・成果指標1：５項目の学校評価（教職員対象）

・成果指標2：管理職アンケート結果の活用

・成果指標３：時間外在校等時間の把握

◆ データに基づいた分析・検証

☞「３軸・６視点」の実感の向上を図る

各取組の成果や課題等の明確化
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◎ データに基づいた分析・検証

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組② 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定



「成果指標３」長時間勤務者への支援に向けて

●具体的な支援例

✓特に、時間外在校等時間月80時間超の職員

や疲労の蓄積がみられる職員に対して、

管理職による健康状態の把握や

面接指導等を実施

✓ 現在行っている業務内容の見直しや

サポート体制の検討

★「過労死等を防止するための対策BOOK」（厚生労働省）

22
【資料】 厚生労働省「過労死等を防止するための対策BOOK」より抜粋

参考資料

□ ピース・リスト No.８

・毎月、どの教師が、どのような理由で、

月45時間超・80時間超の時間外在校等時間と

なっているかを把握してますか？

・改善に向けた具体的な手立てを講じていますか？

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組② 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定

◎ データに基づいた分析・検証



● 各学年・各学級の年間授業時数が1,086単位

時間未満となっているかどうかを点検
✓年間1,086単位時間以上の場合は必ず見直す。

☞「標準授業時数が不足した場合に増やす」

視点での点検・見直しが大切。

● 標準授業時数を上回る部分の具体的な

使い方の想定を確認
✓上回る部分の必要性やその取組内容について

検討することが大切。
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【資料】 文部科学省「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等について（通知）」より抜粋

「大臣指針」の内容

□ ピース・リスト No.39

・標準授業時数を大幅に上回って（年間1,086単位

時間以上）教育課程を編成している場合には、

指導体制に見合った計画となるよう点検し、

見直しを行いましたか？

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組② 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定

◎ データに基づいた分析・検証

「成果指標1,2」個人の裁量ある時間の確保に向けて



✓週当たり単位時間数の検討

年間授業時数 年間の週数 年間授業日数 週当たり単位時間

1,015
40週 200日程度 25.4

38週 190日程度 26.7

35週 175日程度 29.0

1,050
40週 200日程度 26.3

38週 190日程度 27.6

1,085
40周 200日程度 27.1

38周 190日程度 28.6

●年間授業時数と週当たり単位時間のシミュレーション（例）

☞ 各教育活動の在り方、取組方法等の検討
保護者・関係者への理解醸成
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2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組② 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定

「成果指標1,2」個人の裁量ある時間の確保に向けて

◎ データに基づいた分析・検証



●「ピースフル・プラン」

Q＆A等を活用した

精選・重点化の検討

✓全体最適の視点で検討

することが大切です。

✓児童会・生徒会等が

参画した検討も効果的

です。
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□ ピース・リスト No.40

・学校行事等の教育的価値を検討の上、

精選・重点化を図りましたか？

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組② 目指す児童・生徒像の実現に向けた次年度計画の策定

「成果指標1,３」魅力ある学校づくりに向けて

◎ データに基づいた分析・検証
★目指す児童・生徒像の実現に向けた

次年度計画の策定を！

「みんなの学校！ピースフル・プラン」Q＆Aの記載内容
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「チームと対話」で連携・協働

地域社会
ができること

学校
ができること

教育委員会
ができること

保護者
ができること

それぞれの役割と責任を、お互いに

✓理解・尊重する

✓率直に意見を伝え合う

✓それぞれの「強み」を発揮する

「チームと対話」で実践◆学校運営協議会等の場で、働き方改革の内容を議題化

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

取組③「学校における働き方改革」推進体制の構築
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「チームと対話」で実践

✓ 学校における働き方改革に、特効薬はない。
解決に時間を要する取組も進めながら･･･

☞ やれそうなことからやる！

✓ 学校だけ、教育委員会だけで完結しない。
それぞれの立場で各々の役割・責任にもとづいて

☞ 自分事としてやる！

令和８年度
業務量管理・
健康確保措置実施計画

◆ 学校・保護者・地域・行政が「チームと対話」で連携・協働

2⃣ 次年度に向けた「みんなの学校！ピースフル・プラン」等の推進

★ それぞれの立場、各々の役割・責任に基づいた強みが発揮できる体制の構築を！

それぞれの立場
各々の役割・責任に
基づいた強みを発揮

取組③「学校における働き方改革」推進体制の構築
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◆ 学校における働き方改革の実現による沖縄県の未来像

★次年度に向けた学校における働き方改革の推進として

☞ 学校が取り組む３つの取組の推進

①校内の労働安全衛生管理

➁目指す児童・生徒像の実現に向けた

次年度計画の策定

③「働き方改革」推進体制の構築

ご清聴
ありがとう
ございました。

「チームと対話」で実践

魅力ある学校づくりの実現

働き
やすさ

働きがい 心身の
健康

働き方改革とメンタルヘルス対策の一体的な取組

■ 令和８年度に向けた行政説明（働き方改革推進課）
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参 考

✓各種動画

□ “学校における働き方改革” 教育長メッセージ
〇 教育長メッセージ２０２５ 【５分49秒】

https://www.youtube.com/watch?v=XyT1KUOXKcY

□ 県政広報テレビ番組「うまんちゅひろば」

・ 学校における働き方改革の取組目標「私たちのピース・リスト2023」（令和７年３月８日、９日放送）【３分30秒】
https://www.youtube.com/watch?v=Mf2MSk4pgLw&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2

・「チーム学校」で高まる教職の魅力（令和７年８月２日、３日放送）【３分50秒】
https://www.youtube.com/watch?v=s97hE0Ag1mY&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=7

・「チームと対話」で学校の働き方改革（令和７年８月30日、31日放送）【３分50秒】
https://www.youtube.com/watch?v=yLFNf3sBMHg&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2

✓会議・研修会資料、実践紹介等

□ 令和7年度（会議・研修会資料、実践紹介等）

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1008508/1024388/1035151.html

✓成果指標 集計結果報告等

□ 令和7年度報告等（各成果指標の集計結果等）
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1008508/1028328/1034425.html

◆ 働き方改革推進課 関連資料①

■ 令和８年度に向けた行政説明（働き方改革推進課）

https://www.youtube.com/watch?v=XyT1KUOXKcY
https://www.youtube.com/watch?v=Mf2MSk4pgLw&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=s97hE0Ag1mY&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yLFNf3sBMHg&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=2
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1008508/1024388/1035151.html
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1008508/1028328/1034425.html
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参 考

✓公立学校教職員のメンタルヘルスケアの指針

□ 「メンタルサポートガイドライン」
公立学校関係者が教職員のメンタルヘルスについて正しく理解し、行動するための指針

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1034038.html

● 厚生労働省 メンタルヘルス対策 関連資料

◇ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
・こころの耳（トップページ）

https://kokoro.mhlw.go.jp/

・ 5分研修シリーズ
https://kokoro.mhlw.go.jp/fivemin/

● 文部科学省 学校における働き方改革 関連資料

◇ ～公立学校の校長先生のための～ やさしい！勤務時間管理講座
・第１回 公立学校の教師の勤務時間管理の基本 【約15分】

・第２回 公立学校の教師の時間外勤務 【約18分】

・第３回 上限ガイドラインと変形労働時間制 ～中教審答申を受けて～ 【約21分】

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1414532.htm

● 教職員支援機構（NITS） 校内研修シリーズ

◇ 学校における労働安全衛生管理の観点からの適切な職場環境づくり【 約31分】

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/132.html

◆ 働き方改革推進課 関連資料②

■ 令和８年度に向けた行政説明（働き方改革推進課）

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/edu/1008490/1008491/1034038.html
https://kokoro.mhlw.go.jp/
https://kokoro.mhlw.go.jp/fivemin/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1414532.htm
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/132.html
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